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平成 31年 2月 21日（木）午後 3時 00分、豊橋市教育委員会定例会を教育委員会室に

おいて開催し委員参集す。 

 

出席委員 

 

山 西 正 泰 教育長 、 渡 辺 嘉 郎 委 員 、中 島 美奈子 委 員 、  

内 浦 有 美 委 員 

 

 

 

説明のため出席した職員 

 

豊橋市教育委員会事務局              古 池 弘 人  教  育  部  長 

                    

駒 木 正 清  教 育 監 

 

角 野 洋 子  教 育 政 策 課 長 

 

三 浦 猛 志  保 健 給 食 課 長 

 

村 田 直 広  生 涯 学 習 課 長 

 

                  伊 藤 孝 良  図 書 館 長 

 

植 田 年 香  美術博物館主幹 

 

河 合 俊 夫  科学教育センター事務長 

 

白 井 利 樹  家政高等専修学校長 
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豊橋市教育委員会定例会 

 

議 事 日 程 

 

平成３１年２月２１日（木） 

午後３時００分        

 

 

１月定例会会議録の承認 

 

 

１ 議案 

議案第２号 平成 31 年度豊橋市一般会計教育費予算について 

議案第３号 豊橋市図書館協議会委員の委嘱について 

議案第４号 平成 31 年度使用家政高等専修学校教材の採択（変更）について 

議案第５号 豊橋市の政策推進における部等の役割を定める条例の一部を改正す

る条例について（非公開） 

議案第６号 公の施設の使用料等の改定に関する条例について（非公開） 

議案第７号 星野眞吾美術振興基金条例の一部を改正する条例について（非公開） 

議案第８号 豊橋市一般会計教育費補正予算について（非公開） 

議案第９号 県費負担教職員である校長の任免に係る内申について（非公開） 

 

 

２ 協議事項 

(1) 総合教育会議における協議事項について（非公開） 

(2) 市立中学校卒業式における告辞について 

 

 

３ 報告事項 

(1) 教育委員会教育長の任命について（非公開） 

 

 

４ 定例会の日程等について 

 

 

５ その他 
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（教育長） 

それでは、ただ今から、豊橋市教育委員会 2 月定例会を開催します。 

最初に、会議録署名者の決定をしたいと思います。教育委員会会議規則第２３条

により、私から指名させていただきます。 

今回は、渡辺委員と中島委員にお願いしたいと思いますが、ただ今の指名にご異

議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

（教育長） 

ご異議もありませんので、そのように決定いたしました。 

 

それでは、議事日程に沿って進めてまいりたいと思います。 

「１月定例会の会議録の承認」ですが、これについて何かご意見はございません

か。 

 

（｢特になし｣の声あり。） 

 

（教育長） 

特にご意見、ご質問もありませんので、この内容により公開して参ります。 

 

それでは、「日程第１ 議案」に移りたいと思います。 

議案第２号「平成３１年度豊橋市一般会計教育費予算について」を事務局から説

明してください。 

 

■教育政策課長 説明 

 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問などはございませんか。 

 

（渡辺委員） 

予算が付かなくて困ってしまったものはありますか。 

 

（教育政策課長） 

予算が付かなくて困るようなものは復活要求しますので、復活要求で認められて

いることから大きくは困っていないと思っています。 
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（渡辺委員） 

イマージョン教育で 1 億 4 千万円とのことですが、これ程までお金がかかるので

すか。 

 

（教育部長） 

この金額は外国語の教育全体に関することで、イマージョン教育だけなら 920 万

円です。 

 

（中島委員） 

実際には外国人の方が先生でやられているのですか。 

 

（教育政策課長） 

「英会話のできる豊橋っ子」事業にはＡＬＴの人件費が計上されています。 

 

（渡辺委員） 

このイマージョン教育の額は人件費ですか。 

 

（学校教育課長） 

そうです。 

 

（中島委員） 

人材は決まっているのですか。 

 

（学校教育課長） 

来年度 1 年かけて 6 名を確保し、2020 年度にスタートします。 

 

（教育長） 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

 

特にないようですので、議案第２号は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 

（｢異議なし｣の声あり。） 

 

（教育長） 

ご異議もありませんので、議案第２号は原案のとおり決定いたしました。 

 

それでは、次に移ります。 
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第３号議案「豊橋市図書館協議会委員の委嘱について」を事務局から説明してく

ださい。 

 

■図書館館長 説明 

 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問などはございませんか。 

 

（教育長） 

特にないようですので、議案第３号は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 

（｢異議なし｣の声あり。） 

 

（教育長） 

ご異議もありませんので、議案第３号は原案のとおり決定いたしました。 

 

次に、第４号議案「平成３１年度使用家政高等専修学校教材の採択（変更）につ

いて」を事務局から説明してください。 

 

■家政高等専修学校長 説明 

 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問などはございませんか。 

 

（渡辺委員） 

選定するときに絶版になっているのか、なっていないのか分からなかったのです

か。 

 

（家政高等専修学校長） 

この教科書ならば間違いないと聞いていましたが、こちらがよく調べるべきでし

た。申し訳ありませんでした。 

 

（教育長） 

これは法的に何か問題があるのですか。 
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（家政高等専修学校長） 

華道の関係は副教材の扱いになるので、法的なものはございません。 

 

（教育長） 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

 

特にないようですので、議案第４号は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 

（｢異議なし｣の声あり。） 

（教育長） 

ご異議もありませんので、議案第４号は原案のとおり決定いたしました。 

 

議案第５号から議案第８号、協議事項（１）、報告事項（１）は、今後、豊橋市及

び市議会等において、調整・検討を要する意思形成過程の案件であり、また、議案

第９号は、人事に関する案件であるため、豊橋市情報公開条例第６条第１項第１号

及び、第６号の規定により非公開として行いたいと思いますが、ご異議はございま

せんか。 

 

（教育長） 

異議もございませんので非公開で行います。 

 

それでは、第５号議案「豊橋市の政策推進における部等の役割を定める条例の一

部を改正する条例について」を事務局から説明してください。 

 

【非公開】 

 

（教育長） 

次に、第６号議案「公の施設の使用料等の改正に関する条例について」を事務局

から説明してください。 

 

【非公開】 

 

（教育長） 

次に、第７号議案「星野眞吾美術振興基金条例の一部を改正する条例について」

を事務局から説明してください。 

 

【非公開】 
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（教育長） 

次に、議案第８号「豊橋市一般会計教育費補正予算について」を事務局から説明

してください。 

 

【非公開】 

 

（教育長） 

次に、議案第９号「県費負担教職員である校長の任免に係る内申について」を事

務局から説明してください。 

 

【非公開】 

 

 

（教育長） 

それでは、次に「日程第２ 協議事項」に移ります。 

 

【非公開】 

 

（教育長） 

それでは、協議事項（２）「市立中学校卒業式における告辞について」を事務局か

ら説明してください。 

 

■学校教育課長 説明 

 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問はございませんか。 

 

なければ次に移ります。 

 

（教育長） 

それでは、次に「日程第３ 報告事項」に移ります。 

 

【非公開】 
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（教育長） 

次に、「日程第４ 定例会の日程等について」ですが、事務局から説明をしてく

ださい。 

 

■教育政策課長 説明 

 

（教育長） 

５月２２日の出席委員等の欄が未定と記載されているのは出席者が決まってい

ないということですか。 

 

（教育政策課長） 

はい、そうです。 

 

（教育長） 

職務代理者が代わるのはいつですか。 

 

（教育政策課長） 

今年度末です。 

 

（教育長） 

次に、「日程第５ その他」ですが、図書館の報告があります。事務局から説明を

してください。 

 

■図書館長 説明 

 

（教育長） 

ただ今の説明についてご意見、ご質問はございませんか。 

 

（渡辺委員） 

子どもの読書習慣ですが、これを身に付けるということは大切なことだと思いま

す。 

 

（図書館長） 

自宅学習の時間が少ない子でも、読書習慣がある子は一定の成績が残せていると

いう報告もあります。 

 

 



10 

 

（渡辺委員） 

試験勉強をするときは、普通なら教科書は読むはずだが、最近は読まない学生が

いると聞きます。過去問をやって終わりということで、中身を分かっていない者が

います。教科書は体系的に物事を書いてあるので、それを読まないと体系的に頭に

入ってこない。多少の点数は取れるかもしれないが、中身が薄い。そういう風に育

ってはいけないと思います。本を読むということはとても大事なことです。 

 

（教育長） 

他にいかがでしょうか。なければ、以上をもちまして、本日の予定を終了いたし

ます。 


